
４ 指導監督の徹底 

勧       告 説明図表番号 

【背景事情等】 

 公益法人のうち、特例民法法人については、指導監督基準等において、①対

価を伴う公益事業については、対価の引下げ等により収入と支出の均衡を図り、

法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすること、②公益法

人会計基準に従い適切な会計処理を行うこと、③内部留保については公益事業

の適切かつ継続的な実施に必要な程度とすること、④法人の役員報酬等が当該

法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比べて不当に高額でないこ

となどの基準が定められている。所管官庁は、これらの基準に基づき法人に対

して指導監督を行っていくこととされている。 

 また、「行政委託型法人等の総点検の推進について」（平成 10 年 12 月４日公

益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）においては、行政

委託型事業等の適正な運営の確保と事業の必要性の的確な見直しを図るととも

に、実態を国民に明らかにしていく観点から、行政委託型法人等（注）の総点検

を実施することとされている。総点検の実施に当たり着眼点とすべき具体的な

例として、①事業の経理が適切に区分され、収支が明確になっているか、②事

業の収支状況は適切（収支均衡）か、多額の剰余金を計上したり、それを不適

切に使用しているようなことはないか、③法人が定める手数料は適切（実費相

当）か、必要な見直しが行われているか、④実績が皆無又は低調な事業につき、

改善策は講じられているかといったことなどが示されている。 

（注）  個別の法令等に基づき、特定の公益法人を指定して事務の委託を行い、若しくは

公益法人が行う事業を行政上必須の要件として指定する場合における当該法人、又

は公益法人が独自に行う事業を一定の水準にあるものとして認め、推奨する場合に

おける当該法人をいう。 

 さらに、「公益法人の指導監督体制の充実等について」（平成 13 年２月９日公

益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）においては、特例

民法法人に対する厳正な指導監督を更に徹底するため、法人に対する立入検査

の充実等を図る観点から、各府省は、検査事項を記載したチェックリストを作

成し、これに従って、少なくとも３年に１回、所管法人に対する立入検査を実

施することなどとされている。特に、行政委託型法人等については、上記「行

政委託型法人等の総点検の推進について」に示された着眼点の例に基づき作成

した検査事項により検査を実施することとされている。 

 また、特例民法法人以外の公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人及び

一般財団法人についても、認定法や検査検定制度又は資格制度の根拠法である

個別法等に基づき、法人所管府省（注１）である内閣府及び個別の検査検定制度

又は資格制度の所管府省（注２）である各府省が指導監督を行うこととされてい

る。 

（注）１ 法人所管府省とは、法人の設立許可に関する事務を所管している府省を示す。 

２ 制度所管府省とは、検査検定制度及び資格制度に関する事務を所管している府省

を示す。 
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 さらに、特別の法律により設立される民間法人及び特別の法律により設立さ

れる法人についても、「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指

導監督基準」及び「特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監督

基準」により、公益法人と同様の指導監督が求められている。 

このように、公益法人等が実施する検査検定制度及び資格制度に係る事務・

事業の適切な実施を確保するため、法人所管府省及び制度所管府省が連携して

公益法人等における事務・事業の実施状況、財務・会計の状況等について、定

期的に立入検査を実施するなど、適切な指導監督を行うことが重要となってい

る。 

 

【調査結果】 

今回、31 検査検定制度及び 108 資格制度に係る事業を実施している 142 公益

法人について、平成 17 年度以降における関係府省による立入検査の実施状況を

調査したところ、次のような状況がみられた。 

 

(1) 法人所管府省及び制度所管府省が連携して立入検査を実施していないもの 

  特例民法法人については、法人所管府省と制度所管府省は同一府省である

ことが多く、この場合には、一定期間ごとに、法人所管部局及び制度所管部

局が連携して、①役員の選任状況、理事会の開催状況、予算の編成状況など

の法人の運営に関する事項、②検査検定制度及び資格制度の利用状況、手数

料等の設定状況などの事務・事業の実施に関する事項について、法人に対す

る立入検査を実施しているものが多い。 

しかしながら、一方で、法人所管府省と制度所管府省が異なる場合には、

公益法人に対して、法人所管府省による立入検査は実施されているが、制度

所管府省による立入検査は実施されていないなど、立入検査について、両者

が連携を十分に図っているとはみられないものが 38 公益法人でみられた。 

(2) 立入検査における指摘が不十分とみられるもの 

  立入検査における公益法人に対する指摘の内容をみると、内部留保率が高

いことや会計帳簿の不備など既存の基準に反していることを指摘するものは

みられるが、今回、前記項目１から３までにおいて当省が指摘したような手

数料等の設定を見直す必要があるものなど利用者の負担軽減等に係る観点か

らの指摘については、いずれの立入検査においても行われていない。 

 

【所見】 

したがって、関係府省は、検査検定制度及び資格制度に係る公益法人等の事

務・事業の実施状況、財務・会計の状況等を的確に把握し、適切な指導監督の

実施を図る観点から、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 公益法人に対して立入検査を適切に行うこと。特に法人所管府省と制度所

管府省が異なる場合には、両者が十分に連携を図ること。（総務省、文部科学

表Ⅱ-１-③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅱ-４-③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-202-



省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省） 

② 前記項目１から３までにおいて当省が指摘した事項について、関係する公

益法人等に対する立入検査を実施するなどによりその実態を把握し、必要な

改善措置を講ずること。（内閣府、国家公安委員会（警察庁）、金融庁、消費

者庁、総務省、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経

済産業省、国土交通省、環境省） 

③ 今回当省が詳細調査の対象とした公益法人のほか、対象としていない公益

法人等についても、これら法人に対する指導監督を行う際には、当省がチェ

ック事項として整理した自己点検表を参考にするなどして点検を行うこと。

また、点検結果に基づき、速やかに必要な改善措置を講ずること。（内閣府、

国家公安委員会（警察庁）、金融庁、総務省、法務省、財務省、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省） 
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表Ⅱ－４－① 行政委託型法人等の総点検の推進について（平成 10 年 12 月４日公益法人等

の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）＜抜粋＞ 

 行政委託型事業等の適正な運営の確保と事業の必要性の的確な見直しを図るとともに、行政委託

型事業等の実態を国民に明らかにしていく観点から、平成９年９月９日に総務庁から勧告のあった

「行政委託型法人等の総点検」については、下記により、実施に移すものとする。 

 

１ 総点検の内容 

(1) 基本的点検項目等 

行政委託型法人等（主務大臣又は都道府県知事等（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２

条第９項第１号に規定する第一号法定受託事務である事務を処理する場合に限る。）、個別の法令

等に基づき、特定の公益法人を指定して事務の委託を行い、若しくは公益法人が行う事業を行政

上必須の要件として指定する場合における当該法人、又は公益法人が独自に行う事業を一定の水

準にあるものとして認め、推奨する場合における当該法人。以下「法人」という。）の総点検の

実施に当たり、行政委託型事業等（以下「事業」という。）の実施状況等について基本的に点検

すべき項目は次のとおりとし、その具体的な着眼点は別紙の例による。 

 

（別紙） 

行政委託型法人等の総点検の具体的な着眼点（例） 

 

１ 事業等の在り方について 

(1) 事業に関する行政需要や社会・経済情勢の変化等からみて、事業そのものの必要性を見直す

必要はないか。また事業の仕組みや内容について基本的な変更を加える必要はないか。 

(2) 実績が皆無又は低調な事業につき、改善策は講じられているか。また、改善策を講じた場合、

実効があがっているか。 

(3) 一部に実績が皆無又は低調な法人が見られる場合、当該法人に対する指定を取り消す必要は

ないか。 

(4) 事業が、法人が行うその他の事業の遂行に実質的に有利に利用されるなど、その公正性が損

なわれているようなことはないか。 

２ 法人における事業の実施状況について 

(1) 事業の実施に必要な水準の財政基盤が確保されているか。 

(2) 事業の実施に必要な資格者、職員数が確保されているか。また、施設や設備の整備状況は、

必要な水準に達しているか。 

(3) 事業を自ら実施せず、実質的に外部へ委託されているようなことはないか。 

(4) 役員の構成に偏りはないか。 

(5) 常勤役員の報酬や退職金等は、民間の給与水準等からみて、適切なものとなっているか。 

(6) 定められた基準や手続に基づき、事業が適切に実施されているか。 

３ 法人の財務の状況について 

(1) 事業の経理が適切に区分され、収支が明確になっているか。 

(2) 事業の収支状況は適切（収支均衡）か。多額の剰余金を計上したり、それを不適切に使用し

ているようなことはないか。 

(3) 法人が定める手数料は、適切（実費相当）か。必要な見直しが行われているか。 

（注） 下線は当省が付した。 
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表Ⅱ－４－② 公益法人の指導監督体制の充実等について（平成 13 年２月９日公益法人等の

指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）＜抜粋＞ 

 公益法人に対する厳正な指導監督を更に徹底するため、指導監督の責任体制を確立するととも

に、指導監督の前提となる法人の的確な実態把握のための立入検査の充実等を図ることとし、各府

省（国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を含む。以下同じ。）において下記の措置を講ずる。 

 

１ 略 

２ 立入検査の充実 

（１）立入検査の定期的な実施 

所管公益法人に対する立入検査は、少なくとも３年に１回実施する。 

（２）・（３） 略 

（４）的確かつ体系的な検査のための措置 

① 各府省は、検査事項を記載した検査票（チェックリスト）を作成し、これに従って立入検

査を実施する。検査票（チェックリスト）については、 別紙の例を参考に、各府省の実情

に応じて作成するものとする。 

② 行政委託型法人等（「行政委託型法人等の総点検の推進について」（平成１０年１２月４日

公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）の対象法人をいう。）につい

ては、①の検査事項のほか、同申合せの別紙に基づき作成した検査事項を追加して、検査を

実施する。 

③ 立入検査の結果、必要があると認められた場合には、公認会計士等専門家の協力を得て、

法人の業務運営の実態把握に努めるものとする。 

④ 立入検査の結果、法人の業務運営に改善すべき事項が認められた場合には、各府省は、当

該法人に対し、速やかに文書等により、期限を付して必要な改善を指示するとともに、これ

に基づき講じた措置について報告を求めるものとする。 

（５）立入検査の実施結果の公表等 

① 各府省は、毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ、その結果を速やかに公表するとと

もに、総務省に報告する。 

② 総務省は、各府省の立入検査の実施結果の概要について、必要な取りまとめを行った上、

「公益法人に関する年次報告書」により公表する。 

３ その他 

（１）職員に対する定期的な研修の実施 

各府省は、公益法人の指導監督に関する事務を担当する職員に対し、定期的に研修を実施す

るとともに、その内容の充実に努めるものとする。この場合において、総務省は、各府省から

の求めに応じ、当該研修の実施に関し必要な協力を行う。 

（２）外部監査の要請 

各府省は、資産額が１００億円以上若しくは負債額が５０億円以上又は収支決算額が１０億

円以上の所管公益法人に対し、公認会計士等による監査を受けるよう要請する。 

（３）都道府県への要請 

国は都道府県に対し、本申合せと同様の措置を講ずるよう要請する。 

４ 略 

（別紙） 略 

（注） 下線は当省が付した。 
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法人所管府省 法人名 制度所管府省 検査検定・資格制度名
法人所管府
省による立

入検査

制度所管府
省による立

入検査

総務省 （社）全国避難設備工業会 総務省 消防用設備等の認定 ○ ×

総務省 （社）日本消防放水器具工業会 総務省 消防用設備等の認定 ○ ×

経済産業省 （社）日本内燃力発電設備協会 総務省 消防用設備等の認定 ○ ×

経済産業省 （社）日本電気協会 総務省 消防用設備等の認定 ○ ×

経済産業省 （社）電線総合技術センター 総務省 消防用設備等の認定 ○ ×

総務省 （財）日本アマチュア無線振興協会 総務省 無線従事者 ○ ×

厚生労働省 （社）日本放射線技師会 文部科学省 放射線取扱主任者 ○ ×

厚生労働省 簡易専用水道の管理についての検査 ○ ×

経済産業省 特別特定製品の適合性検査 ○ ×

経済産業省 （財）関西環境管理技術センター 厚生労働省 簡易専用水道の管理についての検査 ○ ×

厚生労働省 （財）食品薬品安全センター 厚生労働省 簡易専用水道の管理についての検査 × ×

厚生労働省・
環境省

（財）日本環境衛生センター 厚生労働省 簡易専用水道の管理についての検査 ○ ×

経済産業省 （財）化学物質評価研究機構 厚生労働省 簡易専用水道の管理についての検査 ○ ×

農林水産省 （財）日本食鳥協会 厚生労働省 食鳥処理衛生管理者 ○ ×

厚生労働省 （財）全国生活衛生営業指導センター 厚生労働省 クリーニング師 ○ ×

厚生労働省 （財）給水工事技術振興財団 厚生労働省 給水装置工事主任技術者 ○ ×

建築物環境衛生管理技術者 ○ ×

清掃作業監督者 ○ ×

文部科学省 （財）労働科学研究所 厚生労働省 作業環境測定士 ○ ×

クレーン・デリック運転士
×（国土交

通省）
○

船内荷役作業主任者
×（国土交

通省）
○

床上操作式クレーン運転技能講習修了者
×（国土交

通省）
○

小型移動式クレーン運転技能講習修了者
×（国土交

通省）
○

フォークリフト運転技能講習修了者
×（国土交

通省）
○

玉掛け技能講習修了者
×（国土交

通省）
○

厚生労働省 （社）全国ビルメンテナンス協会 厚生労働省 清掃作業従事者 ○ ×
金融庁・財務
省・文部科学
省

（社）金融財政事情研究会 厚生労働省 技能士 ○ ×

経済産業省 （財）日本燃焼機器検査協会 経済産業省 特別特定製品の適合性検査 ○ ×

ガス主任技術者 ○ ×

特定液化石油ガス器具等の適合性検査 ○ ×

特別特定製品の適合性検査 ○ ×

ガス工作物の使用前検査 ○ ×

特定ガス用品の適合性検査 ○ ×

経済産業省 （財）日本エルピーガス機器検査協会 経済産業省 特定液化石油ガス器具等の適合性検査 ○ ×

国土交通省・
経済産業省

（社）日本建設機械化協会
経済産業省・
国土交通省・

環境省
特定特殊自動車の検査 ○ ×

国土交通省 （財）日本自動車輸送技術協会
経済産業省・
国土交通省・

環境省
特定特殊自動車の検査 ○ ×

経済産業省 （社）日本砕石協会
経済産業省・

環境省
公害防止管理者 ○

×（環境
省）

特種電気工事資格者 ○ ×
認定電気工事従事者 ○ ×

危険物のコンテナへの収納検査
×（厚生労

働省）
○

危険物の積付検査
×（厚生労

働省）
○

液状化物質の積付け検査
×（厚生労

働省）
○

国土交通省 （財）気象業務支援センター 国土交通省 気象機器の測定 ○ ×

国土交通省 （社）寒地港湾技術研究センター 国土交通省 港湾の施設の技術上の基準への適合性確認 ○ ×
国土交通省 （社）日本中小型造船工業会 国土交通省 主任技術者 ○ ×

旅行業務取扱管理者 ○ ×
旅程管理者のうち主任 ○ ×

国土交通省 （社）日本添乗サービス協会 国土交通省 旅程管理者のうち主任 ○ ×
国土交通省 （社）日本不動産鑑定協会 国土交通省 不動産鑑定士 ○ ×
国土交通省 （財）日本建築防災協会 国土交通省 特殊建築物等調査資格者 ○ ×
国土交通省 （財）ダム水源地環境整備センター 国土交通省 管理主任技術者（ダム） ○ ×

厚生労働省・
環境省

（財）日本環境衛生センター 環境省 廃棄物処理施設技術管理者 ○ ×

環境省 （財）日本産業廃棄物処理振興センター 環境省 特別管理産業廃棄物管理責任者 ○ ×

38法人 41制度

表Ⅱ－4－③ 立入検査の実施状況

経済産業省 （財）日本ガス機器検査協会 経済産業省

（注）１ 当省の調査結果による（平成17年度から21年度までの実績）。なお、表中、「（財）化学物質評価研究機構」は、平成22年４月１
日に一般財団法人に移行しているが、立入検査の実績については移行前の財団法人のものを記載しているため、法人名は移行前の名
称を記載している。

２ 「法人所管府省」とは、法人の設立認可に関する事務を所管している府省を、「制度所管府省」とは、検査検定制度又は資格制度
        に関する事務を所管している府省を示す。「法人所管府省」及び「制度所管府省」欄に複数の府省を記載しているものは、共管して

いることを示す。
３ 「法人所管府省による立入検査」及び「制度所管府省による立入検査」の欄に（ ）書きで記載している府省は、共管となってい

る場合に、立入検査を実施していない府省を示す。なお、「制度所管府省による立入検査」を実施していないとして「×」を記載し
ているものの中には、個別法等に基づき、例えば業務規程の遵守状況を確認するための立入検査は実施しているものの、前記項目１
から３までに記載したような問題点を確認するために、例えば手数料等の適正化の確保等に係る事項に係る立入検査を実施していな
いものを含む。

国土交通省・
厚生労働省

（社）日本海事検定協会 国土交通省

（財）ビル管理教育センター厚生労働省 厚生労働省

厚生労働省・
国土交通省

厚生労働省

（財）電気工事技術講習センター経済産業省 経済産業省

国土交通省

（財）港湾労働安定協会

国土交通省 （社）全国旅行業協会

経済産業省 （財）日本文化用品安全試験所
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検
査
検
定
・
資
格
制
度
の
実
施
に
お
け
る
利
用
者
の
負
担
軽
減
に
向
け
た
自
主
点
検
事
項
（
「
自
己
点
検
表
」
）

 

閣
議

決
定
等

 
自

主
点

検
事

項
 

 
留

意
点

 

１
 
手

数
料
等
の
設
定
 

（
公

益
法
人
関
係
）
 

ⅰ
 

対
価
を
伴
う
公
益
事
業
に
つ

い
て
は
、
対

価
の

引
下

げ
、
対

象
の

拡
大

等
に
よ
り
収
入
、
支
出
の
均
衡
を
図
り
、
当
該
法
人
の
健

全
な
運
営
に
必
要
な
額
以
上
の
利

益
を
生
じ

な
い

よ
う

に
す
る
こ

と
。
＜

公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
（
平
成
８
年

９
月

2
0
日
閣
議
決
定
）
＞
 

ⅱ
 

推
薦
等
さ
れ
た
検
査
等
の
料

金
に
つ
い

て
は
、
当

該
公

益
法

人
が

過
大

な
収
益
を
得
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
＜
公
益
法

人
に

対
す
る

検
査
等
の

委
託

等
に

関
す
る
基

準
（

平
成

８
年
９
月

2
0
日

閣
議
決

定
）
＞

 

ⅲ
 

事
業
の
収
支
状
況
は
適
切
（
収

支
均
衡

）
か

。
多

額
の

剰
余

金
を

計
上

し
た
り
、
そ
れ
を
不
適
切
に
使
用
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と

は
な
い
か
。
＜
行
政
委
託
型
法
人
等
の
総
点
検
の
推
進
に
つ
い
て
（
総
点
検
の
具
体
的
な
着
眼
点
）
(
平
成

1
0
年

1
2
月
４
日
公
益

法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
)
＞
 

ⅳ
 

法
人
が
定
め
る
手
数
料
は
適

切
（

実
費

相
当

）
か

。
必

要
な

見
直

し
が

行
わ
れ
て
い
る
か
。
＜
行
政
委
託
型
法
人
等
の
総
点
検
の

推
進
に
つ
い
て
（
総
点
検
の
具
体
的
な
着
眼
点
）
(
平
成

1
0
年

1
2
月
４
日
公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議

幹
事
会
申
合
せ
)
＞
 

ⅴ
 

行
政
か
ら
の
支
出
又
は
権
限

の
付
与
を

受
け

て
実

施
す
る
事

務
・
事
業

に
つ
い
て
情
報
公
開
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
視

点

に
立
っ
て
徹
底
的
な
見
直
し
を
行

う
。
＜
「

政
府
関

連
公
益

法
人

の
徹

底
的

な
見
直
し
に
つ
い
て
」（

平
成

2
1
年

12
月

2
5
日
閣
議

決
定
）
＞
 

（
特

別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
る

民
間
法

人
関

係
）
 

ⅵ
 

法
人
に
本
来
予
定
さ
れ
て
い

る
事
務
・
事

業
に

お
い
て

手
数

料
等

の
対

価
を
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
対
価
の
額
が
適
正
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
＜
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
民
間
法
人
の
運
営
に
関
す
る
指
導
監
督
基
準
（
平
成

14
年
４
月

2
6

日
閣
議
決
定
）
＞
 

ⅶ
 

法
人
が
、
法
令
の
規
定
に
基

づ
い
て
検

査
、
認

定
、
資

格
付

与
等

の
事

務
・
事
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
手
数
料
等
の

対
価
の
額
は
、
各
府
省
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ

て
い

る
こ

と
。
ま
た

、
法

人
が
当
該
事
務
・
事
業
以
外
に
対
価
を
伴
う
自
主
事
業
を
行

っ
て
い
る
場
合
に
も
、
当
該
法

人
の
健

全
な

運
営

に
必

要
な
額
以

上
の

利
益

が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
。
＜
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立

さ
れ
る
民
間
法
人
の
運
営
に
関
す
る
指
導
監
督
基
準
（
平
成

1
4
年
４
月

2
6
日
閣
議
決
定
）
＞
 

（
特

別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
る

法
人
関

係
）
 

ⅷ
 

法
律
の
規
定
に
基
づ
き
法
人

が
行
っ
て

い
る

登
録

等
の
事
務
・
事
業

に
係
る
手
数
料
等
は
、
当
該
事
務
・
事
業
を
所
管
す
る
府
省

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
＜
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
の
運
営
に
関
す
る
指
導
監
督
基
準
（
平
成

1
8
年
８

月
1
5
日
閣
議
決
定
）
＞
 

 (
１

)
手

数
料

等

の
適
正
化
 

 （
手
数
料
等
の
設
定
）

 

①
 

実
費
を
踏

ま
え
た

明
確

な
積

算
根
拠
に

基
づ

き
手

数
料
等
（

※
１

）
を

設
定
し
て

い
る

か
。
 

②
 

実
際
に
は

支
出
さ

れ
て

い
な

い
経
費
に

基
づ

き
手

数
料
等
を

積
算

し
て

い
な
い
か

。
 

③
 

毎
年
、
収

入
超
過

に
よ

り
剰

余
金
が
発

生
し

て
い

る
に
も
か

か
わ

ら
ず

、
手
数
料

等
の

額
を

据
え
置
い

て
い

な
い

か
。
 

④
 

事
業
経
費

を
削
減

し
て

い
る

に
も
か
か

わ
ら

ず
、

手
数
料
等

を
据

え
置

い
て
い
な

い
か

。
 

⑤
 

実
際
よ
り

も
過
大

な
経

費
に

基
づ
き
手

数
料

等
を

積
算
し
て

い
な

い
か

。
 

⑥
 

受
講
者
数

等
を
過

小
に

見
込

む
な
ど
に

よ
り

、
手

数
料
等
の

単
価

を
引

き
上
げ
て

い
な

い
か

。
 

⑦
 

手
数
料
等

の
積
算

額
と

実
際

の
設
定
額

に
そ

ご
は

な
い
か
。

 

 （
手
数
料
等
の
割
引
）

 

⑧
 

講
習
等
の

全
部
又

は
一

部
を

免
除
し
た

場
合

、
手

数
料
等
を

割
り

引
い

て
い
る
か

。
 

⑨
 

電
子
申
請

に
よ
る

申
し

込
み

が
あ
っ
た

場
合

、
手

数
料
等
を

割
り

引
い

て
い
る
か

。
 

⑩
 

同
一
依
頼

者
に
つ

い
て

複
数

の
検
査
等

を
実

施
す

る
場
合
、
旅

費
等
の

減
額
分
を

考
慮

し
、
手

数
料
等

を
割

り
引

い
て
い

る

か
。
 

⑪
 

新
規
検
査

と
比
較

し
て

、
検

査
に
手
間

が
か

か
ら

な
い
更
新

検
査

の
手

数
料
等
を

割
り

引
い

て
い
る
か

。
 

⑫
 

受
講
等
を

取
り
や

め
た

者
に

対
し
、
手

数
料

等
を

返
金
し
て

い
る

か
。
 

⑬
 

会
員
と
非

会
員
で

手
数

料
等

の
額
に
差

を
設

け
て

い
る
場
合

、
合

理
的

な
理
由
と

な
っ

て
い

る
か
。
 

 （
講
習
テ
キ
ス
ト
に
係

る
負

担
軽

減
）
 

⑭
 

講
習
で
使

用
す
る

テ
キ

ス
ト

を
イ
ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
掲
載
し

、
こ

れ
を

印
刷
し
た

資
料

の
持

参
を
認
め

る
な

ど
、
利

用
者

の

負
担
軽
減
を
図

る
余
地

は
な

い
か

。
 

⑮
 

講
習
で
使

用
す
る

テ
キ

ス
ト

を
既
に
所

持
し

て
い

る
場
合
、

そ
の

使
用

を
認
め
て

い
る

か
。
 

⑯
 

講
習
で
使

用
し
な

い
テ

キ
ス

ト
を
受
講

者
に

購
入

さ
せ
て
い

な
い

か
。
 

⑰
 

布
張
り
装

丁
な
ど

必
要

以
上

に
高
額
な

テ
キ

ス
ト

を
受
講
者

に
購

入
さ

せ
て
い
な

い
か

。
 

⑱
 

講
習
に
お

い
て
、

受
講

者
に

配
布
す
る

テ
キ

ス
ト

の
価
格
を

明
ら

か
に

し
て
い
る

か
。
 

 （
手
数
料
等
の
見
直
し

）
 

⑲
 

受
講
実
績

や
将
来

の
受

講
者

数
等
の
推

計
を

基
に

、
定
期
的

に
手

数
料

等
の
見
直

し
を

行
っ

て
い
る
か

。
 

（
公

益
法
人
関
係
）
 

ⅰ
 
委

託
等
に
係
る
事
務
・
事
業

の
検
査
料

等
の

料
金

は
、
委
託

等
を

行
う

府
省
が
決
定
し
、
そ
の
積
算
根
拠
も
併
せ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
公
開
す
る
。
＜
公
益
法
人
に
対
す
る
行
政
の
関
与
の
在
り
方
の
改
革
実
施
計
画
(
平
成

1
4
年
３
月

2
9
日
閣
議
決
定
）
＞
 

（
特

別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
る

民
間
法

人
関

係
）
 

ⅱ
 
対

価
の
額
及
び
算
定
根
拠
が

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
で

公
表
さ
れ

て
い

る
こ

と
。
＜
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
民
間
法
人
の
運

営
に
関
す
る
指
導
監
督
基
準
（
平
成

1
4
年
４
月

2
6
日
閣
議
決
定
）
＞
 

（
特

別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ

る
法
人
関

係
）
 

ⅲ
 
手
数
料
等
の
積
算
根
拠
が
、
ホ

ー
ム
ペ

ー
ジ

へ
掲

載
す
る
な

ど
国

民
が

容
易
に
そ
の
内
容
を
把
握
で
き
る
よ
う
適
切
な
手
段
に
よ

り
公
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
＜
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
の
運
営
に
関
す
る
指
導
監
督
基
準
（
平
成

1
8
年
８
月

15
日

閣
議

決
定
）
＞
 

(
２
)
手
数
料
等

の
積
算
根
拠

の
公
開
 
 

①
 

委
託
等
事
業
（
※

２
）

に
係

る
手
数
料

等
の

積
算

根
拠
を
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
で
公

開
し

て
い

る
か
。
 

②
 

推
薦
等
事
業
（
※

２
）

に
係

る
手
数
料

等
の

積
算

根
拠
を
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
で
公

開
し

て
い

る
か
。
 

③
 

公
開
し
て
い
る
情

報
は

、
手

数
料
等
の

額
の

妥
当

性
を
判
断

で
き

る
内

容
と
な
っ

て
い

る
か

。
 

    

表
Ⅱ
-
４

-④
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閣
議

決
定
等

 
自

主
点

検
事

項
 

 
留

意
点

 

２
 
会

計
処
理
の
適
正
化
の
推
進
 

（
公

益
法
人
関
係
）
 

ⅰ
 

委
託
・
推
薦
等
に
係
る
事
務
・
事
業
を
所
管
す
る
府
省
は
、
委
託
・
推
薦
等
を
受
け
る
公
益
法
人
に
対
し
て
、
以
下
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
す
よ
う
指
導
す
る
。
＜
公
益
法
人
に
対
す
る
行
政
の
関
与
の
在
り
方
の
改
革
実
施
計
画
(
平
成
1
4
年
３
月
2
9
日
閣
議
決
定
）

＞
 

(
a
)
 
企
業
会
計
基
準
の
考
え
方
の
活
用
を
含
め
、
適
正
か
つ
効
率
的
な
事
業
実
施
に
係
る
説
明
責
任
を
果
た
せ
る
よ
う
適
切
な
会

計
処
理
を
行
う
こ
と
。
 

(
b)

 
委

託
等

さ
れ

た
事

務
・

事
業

に
つ

い
て

は
、

当
該

事
務

・
事

業
ご

と
に

事
業

内
容

、
検

査
料

等
の

収
入

額
及

び
支

出
額

の
内

訳
を
記
載
し
た
書
類
（
検
査

料
等

支
出
明
細

書
又

は
そ

れ
に
準
じ

た
も

の
）
を
作
成
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
す
る
こ
と
。

ⅱ
 
対
価
を
伴
う
公
益
事
業
に
つ

い
て
は
、
対

価
の

引
下

げ
、
対

象
の

拡
大

等
に
よ
り
収
入
、
支
出
の
均
衡
を
図
り
、
当
該
法
人
の
健

全
な
運
営
に
必
要
な
額
以
上
の
利

益
を
生
じ

な
い

よ
う

に
す
る
こ

と
。
＜

公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
（
平
成
８
年

９
月

2
0
日
閣
議
決
定
）
＞
 

ⅲ
 
事

業
の
経
理
が
適
切
に
区
分

さ
れ
、
収

支
が

明
確

に
な
っ
て

い
る

か
。
＜

行
政
委
託
型
法
人
等
の
総
点
検
の
推
進
に
つ
い
て
（
総

点
検
の
具
体
的
な
着
眼
点
）
(
平
成

1
0
年

12
月
４
日
公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
)
＞
 

（
特

別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ

る
民
間
法

人
関

係
）
 

 
ⅳ

 
法
人
に
本
来
予
定
さ
れ
て
い

る
事
務
・
事

業
に

つ
い
て
区

分
経

理
又

は
こ
れ
に
準
じ
た
管
理
が
行
わ
れ
、
そ
の
収
支
状
況
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
表
さ
れ
て

い
る

こ
と
。
＜

特
別

の
法

律
に
よ
り

設
立

さ
れ
る
民
間
法
人
の
運
営
に
関
す
る
指
導
監
督
基
準
（
平

成

1
4
年
４
月

2
6
日
閣
議
決
定

）
＞
 

（
特

別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
る

法
人
関

係
）
 

 
ⅴ

 
事
務
・
事
業
の
収
支
に
つ
い

て
区
分

経
理

又
は

こ
れ
に
準

じ
た

管
理

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
＜
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ

る
法
人
の
運
営
に
関
す
る
指
導
監
督
基
準
（
平
成

1
8
年
８
月

15
日
閣
議
決
定
）
＞
 

ⅵ
 
企

業
会
計
基
準
そ
の
他
法
人

の
特
性
に

応
じ

一
般

的
か
つ
標

準
的

な
会

計
基
準
に
従
い
、
適
切
な
会
計
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
。
＜
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
の
運
営
に
関
す
る
指
導
監
督
基
準
（
平
成

18
年
８
月

1
5
日
閣
議
決
定
）
＞
 

 (
１

)
区

分
経

理

の
実

施
状

況

等
 

 

 ①
 

各
事
務
・

事
業
ご

と
に

区
分

経
理
を
実

施
し

て
い

る
か
。
 

②
 

各
事
務
・

事
業
ご

と
に

収
支

内
容
が
具

体
的

に
な

っ
て
い
る

か
。
 

③
 

検
査
検
定

事
業
や

試
験

事
業

等
の
会
計

で
発

生
し

た
剰
余
金

を
他

会
計

に
繰
り
入

れ
て

い
な

い
か
。
 

  

（
公

益
法
人
関
係
）
 

ⅰ
 
最

新
の
業
務
及
び
財
務
等
に

関
す
る
資

料
（「

公
益

法
人
の
設

立
許

可
及

び
指
導
監
督
基
準
」（

平
成
８
年
９
月

2
0
日
閣
議
決
定
）

７
(1
)
①

か
ら

⑩
ま

で
に

掲
げ

る
資

料
）

を
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
よ

り
公

開
す

る
こ

と
。

＜
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
よ

る
公

益
法

人
の

デ
ィ

ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
に
つ

い
て
（
平
成

13
年
８
月

2
8
日
公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
）

＞
 

ⅱ
 
委
託
等
さ
れ
た
事
務
・
事

業
に

つ
い
て

は
、
当

該
事

務
・
事

業
ご

と
に

事
業
内
容
、
検
査
料
等
の
収
入
額
及
び
支
出
額
の
内
訳
を

記
載

し
た
書
類
（
検
査
料
等

支
出

明
細
書
又

は
そ

れ
に

準
じ
た
も

の
）
を

作
成
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
す
る
こ
と
。
＜
公
益

法
人
に
対
す
る
行
政
の
関
与
の
在
り
方
の
改
革
実
施
計
画
(
平
成

1
4
年
３
月

2
9
日
閣
議
決
定
）
＞
 

（
特

別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ

る
民
間
法

人
関

係
）
 

ⅲ
 
所
管
官
庁
に
お
い
て
は
、
そ

の
所

管
す

る
法

人
に

つ
い
て
、
最

新
の

業
務
及
び
財
務
等
に
関
す
る
資
料
等
を
各
府
省
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
こ
と
。
＜
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
民
間
法
人
の
運
営
に
関
す
る
指
導
監
督
基
準
（
平
成

1
4
年
４

月
2
6
日
閣
議
決
定
）
＞
 

（
特

別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ

る
法
人
関

係
）
 

ⅳ
 
各
府
省
は
、
そ
の
所
管
す
る

法
人
に
つ

い
て
、
最

新
の

業
務

及
び

財
務

等
に
関
す
る
資
料
等
を
各
府
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
て

い
る
こ
と
。
＜
特
別
の

法
律
に

よ
り
設
立

さ
れ

る
法

人
の
運
営

に
関

す
る
指
導
監
督
基
準
（
平
成

1
8
年
８

月
15

日
閣
議
決
定
）

＞
 

(
２

)
財

務
諸

表

等
の
公
開
 

  

①
 

財
務
諸
表
、
検
査

料
支

出
明

細
書
な
ど

の
収

支
状

況
が
分
か

る
資

料
を

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
で

公
開
し
て

い
る

か
。
 

②
 

公
開
し
て
い
る
内

容
は

、
事

務
・
事
業

ご
と

の
収

支
の
適
切

性
を

判
断

で
き
る
よ

う
な

具
体

的
な
内
容

と
な

っ
て

い
る
か

。
 

  

（
公

益
法
人
関
係
）
 

ⅰ
 
い

わ
ゆ
る
「
内
部
留
保
」
に
つ

い
て
は

、
公

益
事
業

の
適
切

か
つ

継
続

的
な
実
施
に
必
要
な
程
度
と
す
る
こ
と
。
＜
公
益
法
人
の

設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
（
平
成
８
年
９
月

2
0
日
閣
議
決
定
）
＞
 

ⅱ
 
公
益
法
人
の
内
部
留
保
の
水
準
と
し
て
は
、
3
0
％
程
度
以
下
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
＜
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監

督
基
準
の
運
用
指
針
（
平
成
８
年

12
月

1
9
日
公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
）
＞
 

(
３

)
内

部
留

保

率
の
状
況
 

 

＊
 

特
例
民
法
法
人
が

対
象
 

①
 

引
当
資
産
（
※
３

）
な

ど
の

内
部
留
保

（
※

４
）

か
ら
除
外

し
て

い
る

資
産
は
適

切
か

。
 

②
 
内
部
留
保
率
が

3
0
％
を
超
え
て
い
る
場
合
、
手
数
料
の
引
下
げ
等
の
改
善
策
を
検
討
し
て
い
る
か
。
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閣
議

決
定
等

 
自

主
点

検
事

項
 

 
留

意
点

 

（
公

益
法
人
関
係
）
 

ⅰ
 
受

益
者
に
対
し
て
対
価
を
求

め
る
場
合

で
あ

っ
て

も
、
そ
の

事
業

の
収

入
、
支
出
は
均
衡
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
仮
に
利
益
が

生
じ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

当
該

法
人
の
健

全
な

運
営

に
必
要
な

額
に

と
ど

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

＜
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
の
運
用
指
針
（
平
成
８
年

1
2
月

19
日
公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関

係
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合

せ
）
＞
 

ⅱ
 
引

当
資
産
に
つ
い
て
は
、
法

人
の

運
営

上
将

来
必

要
な
特
定

の
支

払
い

に
充
て
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
支
払
い
等
が

可
能

な
限
り
明
確
に
予
定
さ

れ
て

い
る
も
の

に
限

ら
れ

る
べ
き
で

あ
る

。
＜
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
の
運
用
指

針
（
平
成
８
年

1
2
月

1
9
日
公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
）
＞
 

ⅲ
 
事
業
の
収
支
状
況
は
適
切
（
収

支
均
衡

）
か

。
多

額
の

剰
余

金
を

計
上

し
た
り
、
そ
れ
を
不
適
切
に
使
用
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と

は
な

い
か
。

＜
行
政
委

託
型

法
人

等
の
総
点

検
の

推
進

に
つ
い
て

（
総

点
検

の
具
体
的

な
着

眼
点

）
(
平
成

1
0
年

12
月

４
日
公

益

法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
申
合
せ
)
＞
 

（
特

別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ

る
民
間
法

人
関

係
）
 

 
ⅳ

 
引
当
金
・
特
別
法
上
の
引

当
金
等
は

、
事

務
・
事

業
の
適

切
か

つ
継

続
的
な
実
施
に
必
要
な
程
度
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
明
細
及

び
増

減
状

況
が

毎
年

公
表

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

＜
特

別
の

法
律

に
よ

り
設

立
さ

れ
る

民
間

法
人

の
運

営
に

関
す

る
指

導
監

督
基

準

（
平
成

1
4
年
４
月

26
日
閣
議
決
定
）
＞
 

(
４

)
引

当
資

産

の
積
立
状
況
 

 

＊
 

特
例
民
法
法
人
が

対
象
 

①
 

将
来
必
要
な
特
定

の
支

払
い

に
充
て
る

こ
と

が
明

瞭
に
な
っ

て
い

る
か

。
 

②
 

他
の

法
人

に
お

い
て

も
条

件
は

同
様

と
み

ら
れ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
特

別
な

名
目

を
立

て
資

産
を

積
み

立
て

て
い

な
い

か
。
 

③
 

過
剰
に
積
み
立
て

ら
れ

て
い

る
も
の
は

な
い

か
。
 

④
 

相
当
額
の

剰
余
金

や
積

立
金

等
が
生
じ

て
い

る
場

合
、
こ
れ

ら
を

取
り

崩
し
て
、
手

数
料
等

の
引
下
げ

等
を

行
う

余
地
は

な

い
か
。
 

⑤
 

剰
余
金
や

積
立
金

等
の

使
途

、
繰
入
限

度
額

等
に

つ
い
て
、

規
程

や
計

画
等
を
策

定
し

て
い

る
か
。
 

⑥
 

規
程
や
計
画
等
を

策
定

し
て

い
る
場
合

、
そ

の
内

容
は
適
切

な
も

の
と

な
っ
て
い

る
か

。
 

  

３
 
申

請
手
続
の
負
担
軽
減
等
の
推

進
 

（
公

益
法
人
関
係
）
 

ⅰ
 
・
 

事
務
・
事
業
の
実
施
に

伴
う
国
民

や
地

方
公

共
団
体
等

の
負

担
を

軽
減
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
視
点
に
立
っ
て

徹
底
的
な
見
直
し
を
行

う
。
 

・
 

行
政
か
ら
の
支
出
又
は

権
限

の
付
与
を

受
け

て
実

施
す
る
事

務
・
事
業
に
つ
い
て
情
報
公
開
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う

視
点
に
立
っ
て
徹
底
的

な
見

直
し

を
行
う
。

 

＜
「
政
府
関
連
公
益
法
人

の
徹
底

的
な
見
直

し
に

つ
い

て
」
（
平
成

2
1
年

1
2
月

2
5
日
閣
議
決
定
）
＞
 

ⅱ
 
委

託
・
推
薦
等
に
係
る
事
務

・
事
業
に

つ
い

て
改

善
す
べ
き

点
が

な
い

か
毎
年
見
直
し
を
行
う
。
 

＜
公
益
法
人
に
対
す
る
行
政
の
関
与
の
在
り
方
の
改
革
実
施
計
画
(
平
成

14
年
３
月

2
9
日
閣
議
決
定
）
＞
 

ⅲ
 
・
 

添
付
資
料
は
、
申
請
書
等

の
記
載

事
項

の
真

実
性
を
裏

付
け

る
た

め
及
び
諾
否
等
の
判
断
を
行
う
た
め
に
必
要
不
可
欠
の
も

の
に
限
る
。
 

・
 
既
に
保
有
し
て
い
る
資
料
と
同
種
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
提
出
を
求
め
な
い
。
 

＜
申
請
負
担
軽
減
対
策
（

平
成
９

年
２
月

10
日

閣
議

決
定
）

＞
 

ⅳ
 
公

益
法
人
の
中
に
は
行
政
代

行
的
行
為

等
を

行
っ

て
い
る
も

の
が

あ
り

、
こ
れ
ら
の
透
明
化
を
図
る
た
め
、
 

・
 

検
査
等
の
基
準
が
客
観

的
に

明
確
で
あ

り
、

委
託

等
を
受
け

る
公

益
法
人
の
裁
量
の
余
地
が
な
い
こ
と
。
 

・
 

推
薦
等
を
行
う
制
度
の

内
容

及
び
検
査

等
の

基
準

が
客
観
的

に
明

確
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
 

・
 

推
薦
等
さ
れ
た
検
査
等

が
公

正
に
行
わ

れ
る

こ
と

を
担
保
す

る
た

め
に
、
そ
の
検
査
等
を
行
う
公
益
法
人
が
必
要
な
措
置
を

と
っ
て
お
り
、
そ
の
措

置
が

明
ら

か
に
な
っ

て
い

る
こ

と
。
 

＜
公
益
法
人
に
対
す
る
検

査
等
の

委
託
等
に

関
す

る
基

準
（
平
成

８
年

９
月

20
日
閣
議
決
定
）
＞
 

ⅴ
 
公

益
法
人
が
国
の
委
託
等
を

受
け
て
行

う
試

験
、
講

習
そ
の

他
の

資
格

付
与
等
の
事
務
・
事
業
に
つ
い
て
は
、
国
家
資
格
と
し
て

の
社
会
的
必
要
性
等
に
つ
い
て
検

証
の
上
、

廃
止

、
独

立
行
政
法

人
に

よ
る

実
施
等
を
検
討
す
る
。
 

推
薦
等
に
係
る
事
務
・
事

業
に

つ
い

て
は
、
当

該
制

度
・
仕

組
み

そ
の

も
の
の
検
証
と
併
せ
て
検
討
の
上
、
上
記
に
準
じ
た
措
置

を
講
ず
る
。
 

＜
公
益
法
人
に
対
す
る
行
政
の
関
与
の
在
り
方
の
改
革
実
施
計
画
(
平
成

14
年
３
月

2
9
日
閣
議
決
定
）
＞
 

（
特

別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ

る
民
間
法

人
関

係
）
 

ⅵ
 
法
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
検

査
等
の
事

務
・
事
業

を
行
う
場

合
に

は
、
所

管
官
庁
に
お
い
て
、
そ
の
検
査
等
の
基
準
が
客
観
的
に

明
確

な
も

の
と

さ
れ
て

い
る
こ

と
。

＜
特
別

の
法
律

に
よ

り
設
立

さ
れ
る

民
間

法
人
の

運
営
に

関
す

る
指
導

監
督
基

準
（

平
成

14

年
４
月

2
6
日
閣
議
決
定
）
＞
 

       

 

(
１

) 
申

請
手

続

の
負
担
軽
減
 

 ①
 

法
令
に
根
拠
が
な

い
書

類
等

を
提
出
さ

せ
て

い
な

い
か
。
 

②
 

必
ず
し
も
審
査
に

必
要

で
は

な
い
書
類

等
を

提
出

さ
せ
て
い

な
い

か
。
 

③
 

一
度
提
出
さ
せ
た

書
類

等
を

重
複
し
て

提
出

さ
せ

て
い
な
い

か
。
 

④
 

同
じ
内
容
の
書
類

等
を

提
出

さ
せ
て
い

な
い

か
。
 

⑤
 

戸
籍
謄
本
等
の
提

出
を

求
め

て
い
る
も

の
は

、
住

民
票
の
写

し
等

で
代

替
で
き
な

い
か

。
 

⑥
 

申
請
書
等
に
つ
い

て
、

必
要

以
上
の
部

数
を

提
出

さ
せ
て
い

な
い

か
。
 

⑦
 

申
請
書
等
の
配
布

、
受

付
を

窓
口
に
限

定
し

て
い

な
い
か
。

 

⑧
 

申
請
書
等
を
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
で
公
開

し
、

無
償

で
配
布
し

て
い

る
か

。
 

⑨
 

手
数
料
等
の
支
払

い
に

つ
い

て
、
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド
払
い
や

ネ
ッ

ト
バ

ン
ク
決
済

等
多

様
な

支
払
い
方

法
を

認
め

て
い

る

か
。
 

⑩
 

手
数
料
等
の
払
込

書
を

申
請

書
と
す
る

な
ど

、
手

続
の
簡
略

化
を

し
て

い
る
か
。

 

 

(
２
)
資
格
取
得

要
件
の
緩
和

等
 

①
 

受
験
要
件
等
と
し

て
中

学
校

卒
業
以
上

の
学

歴
な

ど
不
必
要

な
も

の
を

求
め
て
い

な
い

か
。
受
験

要
件
等

は
必

要
最

小
限

と

な
っ
て
い
る

か
。
 

②
 

資
格
者
に
対
し
て

、
技

術
の

進
展
や
法

制
度

の
変

更
等
に
係

る
知

識
等

の
よ
う
に

、
本

来
は

自
主
的
に

習
得

す
べ

き
事
項

を

内
容
と
し
た

講
習
の
受

講
を

義
務

付
け
る
な

ど
、

必
要

性
の
乏
し

い
講

習
を

実
施
し
て

い
な

い
か

。
 

③
 

同
内
容
の
講
習
を

毎
年

受
講

す
る
よ
う

義
務

付
け

て
い
な
い

か
。
 

④
 

関
連
す
る
他
の
資

格
を

有
す

る
な
ど
に

よ
り
、
資

格
者

と
し
て

必
要

な
知

識
を
既
に

修
得

し
て

い
る
と
認

め
ら

れ
る

場
合

な

ど
に
お
い
て

、
受
講
者

や
受

験
者

の
能
力
に

応
じ

た
受

講
科
目
等

の
全

部
又

は
一
部
の

免
除

を
行

っ
て
い
る

か
。
 

⑤
 

法
令
上
、
任
意
と

さ
れ

て
い

る
資
格
者

名
簿

へ
の

登
録
等
の

手
続

に
つ

い
て
、
当

該
手

続
を

採
っ
て
い

な
い

こ
と

を
理
由

に

入
札
参
加
資

格
を
制
限

す
る

な
ど

、
不
利
益

的
な

取
扱

い
を
行
っ

て
い

な
い

か
。
 

⑥
 

法
令
に
基
づ
く
資

格
者

免
状

に
加
え
、
条

例
に
基

づ
き
こ
れ

と
同

内
容

の
免
状
の

取
得

を
更

に
求
め
る

な
ど

、
資

格
要
件

と

し
て
必
要
性

の
乏
し
い

証
明

書
の

取
得
を
義

務
付

け
て

い
な
い
か

。
 

⑦
 

受
験
者
数
が
少
な

い
な

ど
の

制
度
に
つ

い
て

、
在

り
方
の
見

直
し

を
行

っ
て
い
る

か
。
 

(
３

)
利

用
者

へ

の
配
慮
 

     

①
 

受
験
辞
退
者
を
発

生
さ

せ
な

い
よ
う

、
受

験
者

の
業

務
の
繁
忙

時
期

を
外

し
て
試
験

日
を

設
定

す
る
な
ど

ニ
ー

ズ
に

対
応

し

た
試
験
日
の

設
定
を
行

っ
て

い
る

か
。
 

②
 

講
習
の
受
講
科
目

の
免

除
を

行
っ
た
場

合
等

に
、
受

講
者
の

時
間

的
、
金

銭
的
な

負
担

を
軽

減
す
る
た

め
、
受

講
日

や
時
間

に
空
き
が
生

じ
な
い
よ

う
日

程
調

整
を
行
っ

て
い

る
か

。
 

③
 

利
用
者
に
対
し
て

、
手

数
料

や
申
請
手

続
等

に
関

す
る
情
報

を
的

確
に

提
供
し
て

い
る

か
。
 

④
 

受
講
が
必
須
と
さ

れ
て

い
な

い
講
習
に

受
講

義
務

が
あ
る
か

の
よ

う
な

誤
っ
た
情

報
を

利
用

者
に
提
供

し
て

い
な

い
か
。
 

⑤
 

資
格
試
験
の
過
去

問
題

及
び

そ
の
解
答

を
ホ

ー
ム

ペ
ー
ジ
に

掲
載

す
る

な
ど
無
償

で
利

用
者

に
情
報
提

供
し

て
い

る
か
。
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閣
議

決
定
等

 
自

主
点

検
事

項
 

 
留

意
点

 
４

 
そ

の
他
 

(
1
)
 
総
務
省
行
政
評
価
局
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
行
政
相
談
を
端
緒
に
、
国
の
資
格
試
験
等
に
係
る
特
例

措
置

の
実
態
把
握
を
実
施
 

①
 

そ
の
結
果
、
申
請
書
類
の
提

出
期
限
の

延
長

な
ど

受
験
者
等

に
配

慮
し
て
い
る
例
を
多
数
把
握
 

②
 

行
政
評
価
局
長
か
ら
各

府
省

官
房
長
に

対
し

、
把
握

し
た
特

例
措

置
の
例
を
参
考
に
、
被
災
者
支
援
の
観
点
か
ら
必
要
な
措
置

が
実
施
さ
れ
る
よ
う
特
段

の
配
慮

を
依
頼
 

＜
東

日
本

大
震

災
に
伴

う
国
の

資
格

試
験
や

免
許
証

等
の

再
交
付

手
数
料

に
係

る
特
例

措
置
に

関
す

る
実
態

把
握
の

結
果

に
つ
い

て

（
平
成

2
3
年
８
月

15
日
付
け
各
府
省
官
房
長
宛
総
務
省
行
政
評
価
局
長
通
知
）
＞
 

  

 (
１

)
東

日
本

大

震
災

に
関

す

る
特

例
措

置

の
実
施
状
況
 

 ①
 

証
明
書
類

の
提
出

期
限

の
延

長
を
行
う

余
地

は
な

い
か
。
 

②
 

試
験
日
の

変
更
や

追
加

試
験

を
行
う
余

地
は

な
い

か
。
 

③
 

受
験
料
の

免
除
や

返
還

を
行

う
余
地
は

な
い

か
。
 

④
 

試
験
の
振

替
を
認

め
る

余
地

は
な
い
か

。
 

⑤
 

試
験
地
の

変
更
を

認
め

る
余

地
は
な
い

か
。
 

⑥
 

受
験
申
込

書
の
受

付
時

間
の

延
長
を
行

う
余

地
は

な
い
か
。

 

⑦
 

試
験
免
除

の
有
効

期
間

の
延

長
を
行
う

余
地

は
な

い
か
。
 

⑧
 

免
許
証
等

の
再
交

付
手

数
料

を
免
除
す

る
余

地
は

な
い
か
。

 

⑨
 

そ
の
他
 

・
受
験
期
間
の

延
長
を

行
う

余
地

は
な
い
か

。
 

・
受
験
要
件
を

緩
和
す

る
余

地
は

な
い
か
。

 

 
・
証
明
書
類

に
代
替

す
る

書
類

の
提
出
を

認
め

る
余

地
は
な
い

か
。
 

 
・
上
記
の
ほ

か
受
験

者
か

ら
の

個
別
の
相

談
に

対
応

す
る
余
地

は
な

い
か

。
 

(
2
)
 
公
益
法
人
の
役
員
報
酬
の
適
正
化
 

・
 

常
勤
の
理
事
の
報
酬
及
び
退

職
金
等
は

、
当

該
法
人

の
資
産

及
び

収
支
の
状
況
並
び
に
民
間
の
給
与
水
準
と
比
べ
て
不
当
に
高

額
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
す

る
こ
と

。
 

＜
「
公
益
法
人
の
設
立
許
可

及
び

指
導
監
督

基
準
」
（
平
成
８
年
９
月

2
0
日
閣
議
決
定
）
＞
 

・
 

所
管
公
益
法
人
に
対
す

る
立

入
検
査
は

、
少

な
く

と
も
３
年

に
１

回
実

施
す
る
。
 

＜
「

公
益
法
人
の
指
導
監
督

体
制

の
充
実
等

に
つ

い
て

」（
平

成
1
3
年

２
月
９
日
公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚

会
議
幹
事
会
申
合
せ
）
＞
 

・
 

行
政
か
ら
の
支
出
又
は

権
限

の
付
与
に

よ
り

政
府

関
連
公
益

法
人

に
実

施
さ
せ
て
い
る
事
務
・
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
が

国

家
公
務
員
出
身
者
の
報
酬
の

財
源

を
確
保
す

る
手

段
と

な
っ
て
い

る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
民

的
な
視
点
か
ら
徹
底
的
に
見

直
し

を
行
う
。

 

・
 

支
出
又
は
権
限
の
付
与

を
継

続
す
る
場

合
に

は
、
継

続
の
理

由
を

公
表

し
国
家
公
務
員
出
身
者
の
採
用
の
透
明
化
等
を
行
う
な

ど
、
政
府
関
連
公
益
法
人
へ

の
行

政
の
関
与

の
在

り
方

に
つ
い
て

国
民

が
納
得
し
う
る
よ
う
な
条
件
を
整
備
す
る
。
 

＜
「

政
府
関

連
公
益
法

人
の

徹
底

的
な
見
直

し
に

つ
い

て
」
（
平

成
21

年
1
2
月

2
5
日

閣
議

決
定

）
＞
 

・
 

所
管
官
庁
を
中
心
と
し

て
、
法

令
や
従

前
の

決
定

等
に
よ
る

政
府

系
公
益
法
人
に
対
す
る
指
導
監
督
の
実
行
を
徹
底
す
る
。
特

に
、
公
務
員

OB
を
含
む
役

員
の

数
や
給
与

水
準

に
つ

い
て
法
人

の
事

業
の
規
模
や
内
容
等
か
ら
適
切
か
ど
う
か
、
ま
た
国
費
を

受
け
入
れ
て
の
事
業
が
実

質
上
公

務
員

OB
役

職
員

の
給

与
等
捻

出
の

た
め
に
行
わ
れ
て
い
な
い
か
等
に
つ
い
て
厳
し
く
精
査
す

る
。
 

＜
「

独
立
行
政
法
人
・
政
府
系

公
益

法
人
等

の
抜

本
改

革
に
向
け

た
当

面
の
進
め
方
」
（
平
成

2
2
年
６
月

1
8
日
行
政
刷
新
担
当
大

臣
）
＞
 

(
２

)
公

益
法

人

の
役

員
報

酬

の
適
正
化
 

①
 

役
員
報
酬
は
、
法

人
の

資
産

・
収
支
の

状
況

、
民

間
の
給
与

水
準

と
比

べ
て
不
当

に
高

額
な

も
の
と
な

っ
て

い
な

い
か
。
 

②
 

管
理
費
の
総
支
出

額
に

占
め

る
割
合
が

２
分

の
１

を
超
え
て

い
な

い
か

。
 

 

※
１

 
「
手
数
料
等
」
と
は
、
検

査
検
定
制

度
及

び
資

格
制
度
に

係
る

検
査

料
、
検
定
料
、
受
験
料
、
受
講
料
、
登
録
料
な
ど
、
利
用
者
の
金
銭
的
負
担
の
総
称
を
指

す
。
 

 
※

２
 
「
委
託
等
事
業
」
と
は
、
事

務
の

内
容

等
を

法
令
等
で

定
め

、
当
該

事
務
を
国
以
外
の
特
定
の
法
人
に
制
度
的
に
行
わ
せ
る
も
の
を
指
す
。「

推
薦
等
事
業
」
と
は
、
法

律
に
基

づ
く
制

度
・
仕

組
み

の
一
部

と
し

て
組

み
込
む
こ

と
な

ど
に

よ
り

、
特

定
の

法
人

が
独
自
に

行
っ

て
い

る

事
業
に
つ
い
て
、
制
度
的
に

国
が

関
与
を
行

う
も

の
を

指
す
。
＜

公
益

法
人
に
対
す
る
行
政
の
関
与
の
在
り
方
の
改
革
実
施
計
画
（
平
成

1
4
年
３
月

2
9
日
閣
議
決
定
）
＞
 

※
３

 
「
引
当
資
産
」
と
は
、
将

来
必
要
な

特
定

の
支

払
い
の
た

め
に

積
み

立
て
る
資
産
を
指
す
。
＜
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
（
平
成
８
年
９
月

2
0
日
閣
議
決
定
）
＞
 

※
４

 
「
内
部
留
保
」
と
は
、
法
人

の
総
資

産
額

か
ら

、
基
本
財

産
、
公
益

事
業
基
金
、
運
営
固
定
資
産
、
引
当
資
産
及
び
負
債
相
当
額
を
引
い
た
も
の
を
指
す
。「

内
部
留
保

率
」
は

、
内

部
留

保
を

事
業

費
、
管
理

費
及

び
事

業
に
不
可

欠
な

固
定

資
産
取
得

費
の

合
計

で
除
し
た

も
の

を
指

す
。
＜
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
（
平
成
８
年
９
月

2
0
日
閣
議
決
定
）
＞
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